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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 5,664,700株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

 

(注) １．2026年５月13日開催の取締役会決議によります。

２．振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

３．本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第１項の規定に基づいて、当

社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい

ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第９条第１号に定める売付けの申込み又

は買付けの申込みの勧誘となります。

４．当社は普通株式及び第１回社債型種類株式乃至第６回社債型種類株式(以下「社債型種類株式」と総称す

る。)の異なる種類の株式について定款に定めています。普通株式は、完全議決権株式であり権利内容に何

ら限定のない当社における標準となる株式であります。普通株式及び社債型種類株式の単元株式数はいずれ

も100株ですが、社債型種類株式には株主総会における議決権が付されておりません。これは、社債型種類

株式について、既存の普通株主の利益を可能な限り損なわないよう、株主総会における議決権がなく普通株

式への転換権もない設計としたことによるものですが、かかる差異に鑑みて、社債型種類株式は、剰余金の

配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する内容としております。

 
２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 5,664,700株 13,532,968,300 ―

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 5,664,700株 13,532,968,300 ―
 

(注) １．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書

の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

 
(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
(円)

払込期日

2,389 ― 100株 2026年６月10日(水) ― 2026年６月10日(水)
 

(注) １．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした

募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

３．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契

約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。

４．本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結し

ない場合は、本自己株式処分は行われません。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

インフロニア・ホールディングス株式会社
グループマネジメント部

東京都千代田区富士見二丁目10番２号
 

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　大手町営業部 東京都千代田区大手町一丁目５番５号(大手町営業部)
 

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

13,532,968,300 ― 13,532,968,300
 

(注)　新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。

 
(2) 【手取金の使途】

本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当す

る予定です。

なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ　割当予定先の概要

 

名称 株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)

本店の所在地 東京都中央区晴海１丁目８番12号

代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　土屋　正裕

資本金 510億円

事業の内容
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスター
トラストに関する業務

主たる出資者及びその出資比率
三井住友トラストグループ株式会社　33.3％
株式会社みずほフィナンシャルグループ　27.0％
株式会社りそな銀行　16.7％

 

 
ｂ　提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係
みずほ信託銀行株式会社の再信託先としての株式給付
信託(従業員向け給付型及び役員向け給付型)取引。

 

(注)　割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2026年５月13日現在のものであります。

 
※株式給付信託(従業員持株会処分型-SLL)の内容

当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする信託契約を締結します。本信託契約に基づいて設

定される信託を「本信託」といいます。また、みずほ信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行を再信託受

託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(以下「信託

Ｅ口」といいます。)は、本信託によって設定される信託口であります。本信託の借入は、サステナビリティ・リン

ク・ローン(以下、「SLL」といいます。)にて行われます。SLLは、当社のサステナビリティ戦略と整合した取組目標

(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)を設定し、その取組目標の達成状況に応じて金利優遇のインセン

ティブが発生するローンです。

 
(1) 概要

本信託は、「インフロニア・ホールディングス社員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するグ

ループ会社の社員(以下「社員」といいます。)を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティ

ブ・プランです。

本制度では今後５年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託Ｅ口が予め一括して取得し、持株

会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託Ｅ口が持株会への売却を通じて本

信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持

株会加入者に分配します。また、当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証を行っているた

め、信託終了時において、当社株式の株価下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約

に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。本信託の借入は、SLLにて行われます。

第三者割当については、信託Ｅ口と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の

総数引受契約書に基づいて行われます。
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本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人及び受益者代理人が本信託契約

に定める「信託管理人ガイドライン」に従って定められた議決権行使の指図を書面にて受託者に提出し、受託者

はその書面に従い議決権を行使します。なお、信託管理人には、当社社員が就任します。

 
(2) 受益者の範囲

本信託契約で定める信託終了日において、本持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める受益者確定

日において所定の手続の全てを完了している者を受益者とします。

 

＜本制度の仕組み＞

 

 
①　当社は、信託Ｅ口に金銭を拠出し、他益信託を設定します。

②　受託者(みずほ信託銀行)は、金融機関から株式取得代金の借入を行います(借入はSLLにて行います。当社

は、金融機関に対して債務保証を行います。)。

③　受託者(みずほ信託銀行)は、借入れた資金を信託Ｅ口に再信託し、信託Ｅ口は当該資金で当社株式を取得し

ます。信託Ｅ口が株式を取得するにあたり、当社は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の

自己株式の割当を一括して行います。

④　持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。

⑤　持株会は、毎月社員から拠出された買付代金をもって、信託Ｅ口から時価で当社株式を購入します。

⑥　受託者(みずほ信託銀行)は、信託Ｅ口の持株会への株式売却代金をもって借入金の元本を返済し、信託Ｅ口

が当社から受領する配当金等をもって借入金の利息を返済します。

⑦　信託期間を通じ、信託Ｅ口は信託管理人の議決権行使指図に従い、信託Ｅ口が有する当社株式につき議決権

を行使します。

⑧　本信託は信託期間の終了や信託財産の払底等を理由に終了します。信託終了時には信託の残余株式を処分

し、借入金を完済した後、なお剰余金が存在する場合、持株会加入者に分配します。当社のサステナビリ

ティ戦略と整合した取組目標(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット)の達成状況に応じてSLLの金

利優遇が行われ、かかる信託終了時の分配金が増加する可能性があることから、当社のサステナビリティ経

営に対する持株会加入者(社員)の意識向上につながる効果が期待されます。

(信託終了時に、受託者(みずほ信託銀行)が信託財産をもって借入金を返済出来なくなった場合、当社が保証

債務を履行することにより、借入金を返済します。)
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ｃ　割当予定先の選定理由

本制度は、持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を社員へ分配す

ることを通じて、社員の福利厚生を図り、社員の株価及び当社のサステナビリティ経営への意識や労働意欲を向上

させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的としております。

当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己

株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。

本制度の導入にあたっては、みずほ信託銀行株式会社より提案を受け、同社を本制度の委託先に選定いたしまし

た。

なお、「※株式給付信託(従業員持株会処分型-SLL)の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託

銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結した上で、上記再信託に係る契約に基づきみずほ信託銀行株式会社

は株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として再信託しますので、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)

が割当先として選定されることになります。

 
ｄ　割り当てようとする株式の数

5,664,700株

 
ｅ　株券等の保有方針

割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)は、本信託契約に基づき、５年間の信託期間内におい

て持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するために保有するものであります。

 
ｆ　払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先が、本信託の受託者からの信託金によって払込みを行う予定である旨を株式給付信託(従業員

持株会処分型-SLL)契約書により確認しております。当該信託金については、本信託の受託者が貸付人からの借入金

によって調達する予定である旨を金銭消費貸借契約によって確認しております。なお、当該金銭消費貸借契約は、

借入人、保証人、貸付人の三者間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、

保証人が保証履行する内容となっております。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、本信託契約に基づ

き借入人から保証料を受取ります。

割当予定先　：株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)

借入人　　　：みずほ信託銀行株式会社

保証人　　　：当社

貸付人　　　：株式会社みずほ銀行

 
ｇ　割当予定先の実態

割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む

一切の権利の保全及び行使について、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議決

権を行使します。なお、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)に対して議決権行使に関する指図

を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。

信託管理人は、現在又は過去において当社及び関係会社(以下「当社等」といいます。)の役員ではないこと、現

在又は過去において当社等の役員の２親等内の家族ではないこと、当社等と現に取引のある金融機関において現在

又は過去において役員になったことがないこと、当社等の重要な取引先において、現に役員ではないこと及び当社

等との間に特別な利害関係のないことを要件としており、信託管理人には、当社社員が就任します。なお、受益者

が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。

なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し

ようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体

等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスクロー

ジャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と何ら

関係を有していないことを確認しております。なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京証券取引所に提出

しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

ａ　払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株

式の終値2,389円といたしました。

取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合

理的と判断したためです。

なお処分価額2,389円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近１か月間の終値平均2,139円(円未満

切捨)に対して111.69％を乗じた額であり、同直近３か月間の終値平均2,303円(円未満切捨)に対して103.73％を乗

じた額であり、あるいは同直近６か月間の終値平均2,229円(円未満切捨)に対して107.18％を乗じた額となっており

ます。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断

しております。

なお、上記処分価額につきましては、監査委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明してお

ります。

 
ｂ　処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量は、持株会の年間購入買付実績をもとに、今後５年の信託期間中に持株会が株式会社日本カストディ銀

行(信託Ｅ口)より取得する予定数量に相当するものであります。

本自己株式処分の対象となる株式数5,664,700株は、2026年３月31日現在の発行済株式総数294,845,024株に対し

1.92％、総議決権個数2,606,629個に対する割合2.17％と小規模なものです。

また、本自己株式処分による株式は、毎月一定日に持株会に対し売却されるものであり、同株式が大量に株式市

場に流出することは考えられないため、本自己株式処分による株式の希薄化及び流通市場への影響は軽微であり合

理的と判断しております。

 

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

インフロニア・ホールディングス株式会社(E36723)

有価証券届出書（参照方式）

 7/12



 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

割当後の
所有株式数
(千株)

割当後の
総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信
託口)

東京都港区赤坂１－８－１
赤坂インターシティＡＩＲ

30,969 11.88％ 30,969 11.36％

光が丘興産株式会社 東京都練馬区高松５－８－20 26,694 10.24％ 26,694 9.79％

株式会社日本カスト
ディ銀行(信託Ｅ口)

東京都中央区晴海１－８－12 2,561 0.98％ 14,616 5.36％

株式会社日本カスト
ディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海１－８－12 12,888 4.94％ 12,888 4.73％

インフロニア・ホール
ディングス社員持株会

東京都千代田区富士見２－10
－２

9,681 3.71％ 9,681 3.55％

株式会社日本カスト
ディ銀行(金銭信託課
税口)

東京都中央区晴海１－８－12 5,274 2.02％ 5,274 1.93％

住友不動産株式会社
東京都新宿区西新宿２－４－
１

3,421 1.31％ 3,421 1.25％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥ
ＥＴ ＢＡＮＫ　ＡＮ
Ｄ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭ
ＰＡＮＹ
５０５２２３
(常任代理人　株式会
社みずほ銀行決済営業
部)

Ｐ．Ｏ． ＢＯＸ ３５１ Ｂ
ＯＳＴＯＮ　ＭＡＳＳＡＣＨ
ＵＳＥＴＴＳ ０２　１０１
Ｕ．Ｓ．Ａ．
(東京都港区港南２－15－
１　品川インターシティＡ
棟)

3,404 1.31％ 3,404 1.25％

株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内１－１
－２

3,061 1.17％ 3,061 1.12％

前田建設工業取引先持
株会

東京都千代田区富士見２－10
－２

2,991 1.15％ 2,991 1.10％

計 ― 100,948 38.73％ 113,003 41.44％
 

(注) １．2026年３月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。

２．上記のほか当社所有の自己株式13,447,701株(2026年３月31日現在)は、本自己株式処分による割当後

1,393,001株となります。なお、当社は、2026年５月13日開催の取締役会において、2026年５月28日を処分

期日として株式給付信託(BBT及びJ-ESOP)に係る追加拠出に伴う自己株式処分(以下「自己株式処分(BBT・J-

ESOP)」といいます。)を行うことを決議しております。このため、上記割当後の自己株式数の計算に際して

は、本自己株式処分に係る処分株式数に加え、自己株式処分(BBT・J-ESOP)に係る処分株式数6,390,000株を

考慮しております。

３．総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点以

下第３位を四捨五入し、表示しております。

４．自己株式処分(BBT・J-ESOP)の割当予定先は株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)であるため、本自己株

式処分の割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)の所有株式数には、本自己株式処分によ

り増加する株式数5,664,700株のほか、自己株式処分(BBT・J-ESOP)により増加する株式数6,390,000株を含

めております。

５．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2026年３月31

日現在の総議決権数2,606,629個に自己株式処分(BBT・J-ESOP)により増加する議決権数63,900個及び本自己

株式処分により増加する議決権数56,647個を加えた数で除した数値です。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会

社との重要な契約)】

 

該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第４期(自2024年４月１日　至2025年３月31日)　2025年６月23日 関東財務局長に提出

 

２ 【半期報告書】

事業年度　第５期中(自2025年４月１日　至2025年９月30日)　2025年11月14日 関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき、臨時報告書を2025年６月24日に関

東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を2025年６月27日に関

東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を2025年９月19日に関東財

務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、臨時報告書を2026年４

月14日に関東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき、臨時報告書を2026年５月13日に関

東財務局長に提出

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年５月13日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、臨時報告書を2026年５月13日に関東財

務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

 

参照書類である有価証券報告書(第４期事業年度)及び半期報告書(第５期中)(以下「有価証券報告書等」という。)に

記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2026年５月13

日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必

要はないと判断しております。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

インフロニア・ホールディングス株式会社　本店

(東京都千代田区富士見二丁目10番２号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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